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民間事業者による信書の送達の関する法律関係審査基準 
第２２条第５号及び第２９条の運用について（通達） 

 
 
 標記について、信書便物の運送及び配達に係る業務の一部を他の第三者に再

委託可とすることを含めて業務の一部の委託の認可の対象とする場合は、当分

の間、下記により取り扱うこととしたので、了知の上、よろしく取り計らい願

います。 

なお、旧通達である「民間事業者による信書の送達の関する法律関係審査基

準第２２条第５号及び第２９条の運用について（通達）」（平成２８年６月７日

総情信第４３号）は、廃止します。 

 

記 

 

一般社団法人信書便事業者協会の定める「信書便の業務の一部を再委託する

場合の基準について（令和２年１２月２５日）」（以下「業界基準」という。）に

ついては、総務大臣の定める審査基準を補完し、かつ、同基準への適合を担保

するものであることを踏まえ、申請者が同協会の会員であるか否かを問わず、

業界基準への適合を求めることに留意すること。 

 














	02 通達改正
	04（参考）業界基準
	03 参考 信書便協会再委託基準


